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●都市計画法第１１条（都市施設）
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。

博物館は第１１条の５の「その他の教育文化施設」に含まれる

第１１条の１ 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
第１１条の２ 公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地
第１１条の３ 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼

却場その他の供給施設又は処理施設
第１１条の４ 河川、運河その他の水路
第１１条の５ 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
第１１条の６ 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
第１１条の７ 市場、と畜場又は火葬場

第１１条の８～１４（略）
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 都市施設の種類・・・・・・・・・・・・博物館

 都市施設の名称・・・・・・・・・・・・市立鳥羽歴史博物館

 都市施設の位置・・・・・・・・・・・・鳥羽市鳥羽三丁目

 都市施設の面積・・・・・・・・・・・・約3,700㎡

※その他教育文化施設の場合は、以上の４項目を定める。

都市計画法第１１条第２項

都市計画審議会は、都市計画に定める事項に関して審議を行う。
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●都市計画決定を行った場合

◇ 土地等の収用又は使用が可能

◇ 都市計画事業の整備に対し、都市計画税の充当が可能
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●都市計画法５９条による都市計画事業認可を取得した場合

計画決定を行った土地において、建築等の制限が係り、建築しよ

うとする場合は、市長の許可が必要となる。



 将来都市構造の基本的な考え方

優れた自然と景観の保全・創造、多核連携型の集約拠点の形成、市街地・集落
地環境の向上と移動しやすい快適な交通ネットワークの形成を基本とし、拠点・集
落が連携する集約型都市構造の実現を目指す。
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 将来都市構造の基本的な考え方を踏まえ、都市構造を構成する拠点を以下に設
定している。

将来都市構造図

6



 土地利用の方針
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１ 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当

該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

２ 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の

日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあっては都道府県に、市町村

の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。

都市計画法第１７条

縦覧期間 平成２９年４月１７日～平成２９年５月１日
縦覧場所 市役所建設課、教育委員会事務局
縦覧者数 ０人

意見提出者数 ０人

※縦覧の周知方法
市公告、市広報４月1日号、市ホームページ

縦覧結果
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